


鞠就14年度 高 知県 「人権に関する県民意識調査Jに ついて

調査 目的 :県民の人権についての意識を把握し 今 後の人権海策を推進して
い<う えでの基礎資料とする

調査対象着 :高知県在住の成人5000人 (選挙人電溜からの無作為抽出)

回収 状 況 :有効回収数2495東 廻 収率499%)

調 査 期 FB5 i平成14年9月30日から10月10日

実 施 機 関 i高知県企画振興百B人権課

この冊子は再生紙を使用しています。
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人権つてよく

聞くけど、どう

いうこと?

「一人ひとりが人間ら

しく生きていくために、

生まれながらにして持

つている大切な権利」

のことよ。

第 1兵  「すべての

人間は 生 れながらにし

て自由であり か つ 専

厳と権呑Jとについて平等

である。 (後B3)J

第11条  「 (前幡)
この悪法が国民に保障す

る基本的人権は侵すこと

のできない永久の権利と

して 現 在及び将来の国

民に与えられる。J

第14条  「すべて国民は

法の下に平等であつて 大

種 信 条 性 別 社 会的身

分又は門地により 政 治的

経済的又は社会的関係にお

いて差別されない。J

前支  「 〈前13)私 たち

は 人 権という普通的な文化
の創造を目指し、差別のない

差月Jが受け入れられない人権

尊重の社会づくりを進めてい

くことを決意して こ の条例
を制定する。J

人権が大切に守られる

ように、世界人権宣言

や日本国憲法、それに

私たちの高知県でも条

例に定めているのよ。

そうなのか…でも、
時々 「人権力鳩書さ
れた」という話も聞
くよね。

そうね。

だから県では人権尊重

の意識を高めるために

さまざまな取り組みを

行つているのよ。

|         _



今の社会で、つぎの人権侵書があると思いますか

〈人権分野ごとこ1つ選択)

同和問題

女性

子ども

高齢者

障害者

HV感 染者等

ハツセン病患者害

外国人

アイヌの人々

列を終えて出所じと人

うB罪殺害者とその家族

インターネツト

今までに、ご自分の人権が侵書されたと思つたことがありますか

どのようなことで人権が侵害されたと思いましたか
〈図2:あ ると答えた人に)

〇
湖

(上位5位)

悪□、かげ□

名誉 信 用のき損、ほ辱

プライバンーの母書

差呂J侑遺

悪真 匿 言等の公宮
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□ 多<存 在する E□ ある程度存在する 日 日存在しない

およそ3人 に1人は

人権が侵書されたと

感じることがあつた

んだね。



県や市町村では、 「人権週間J(12月 4日～10日)の 期間中、 「じんけんフエスタこうち」をまじ

めとしたいるし`ろなイベントを開催しています。

また、企業などをおいて人権研修の企画立案をしたり講師として活動できるリーダーを養成するた

めの研修をイ子つたり、市町村が行う人権啓発事業に補助する 「人権尊重の社会づくり事業Jや NPO

やボランテイア団体が自主的こ行う人権啓発活動に補助する 「ふれあい支援事業Jな どを行っていま

す。

じんけんフェスタこうち2004

却 人KENま もる8。人KENあ ゆみちやん号」 平成16年度 「人権尊■の社会づくり手宗」

【写真提供 :土佐電気鉄道株式会社】

人権ふれあい支gI●来

「海辺のユニバーサル観光地ブロジェクト」から

(主催iNPO法 人 陣 言喜支援ネツトワーク ウ エーブ)

※拝しくは 相 酸惑□ (4ベープ)の (財)百 知県人権啓発センター

産め問い含わせくださいも
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ラんし句フェスタこうち2004

「じんけんコツサートJの 検子 「高知少年少女台唱ロミニコンサートJの 様子

人権[関 する益演会の様子 【写真提供:土佐町生涯挙習セツ9-】

人権尊重の社会づくり

に向けていろいろな行

事や研修力て行われてい

るわ。



いじめや差別をな<す るため、一
人ひとりの人権を尊重する心

を育てる人権教育に取り組んでいます。

人権教育を研究 実 践する指定校
でま、モデル的な人権や人権問題の

学習などを進めており、その成果を

他の学校こ広げています。

「人権教台のすすtry l高宍U県人権数右推進プランIH15 3策定)む 3

市町村が行う人権教育の取り組みを支援するため、県民の皆さんが積極的2学 習できる

フログラムや教材の開発、地域[お けるリーダーの養成に取り組んでいます。
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人経や人権問題に
ついて学ぷ

●基本的人権や県民に身近な

人権課題について学びます。

すべての人が等しく
学習機会を得る

0子 どもをうが埼つている能力

を最大限[の |ますきめ畑かな

教育に取り組みます。

学習者の人権が大切に
された環境で学Sヽ

●すべての教育活動 をういて子とも

とちの人権座十分配慮します。
●いじめや体罰をなくします。
●調め台い、受え合う仲間づ<り を

進めます。
●自由 こ意見が言える環境をつ<り

教職員の人権意識
を高めるための研
修なども行つてい

ます。

大人も子どもも

人権学習をして
いるのね。

相霞内害等 機関名 ・受付時間導 電話 ・ファックス番号

人権全般 こ関する相談

高矢0地方法務局人権擁議課 電 55038-322-3503

高知県企画振興=B人権ま 電 53038-323-9805

高知県教育委員会人権教育課 電 SS 088-321-4931

人権全般、研修や学習、図書 視 聴

覚教材の貸し出し

(財)高 知県人権啓発センター

月～金 330～ 1700(帆日午示iはを厳(|

靴静掛言音?。c村却n k e n 叩

電 53088-321-4684

デPり'テ088-321-4440

人権問題に関する桐聴覚教材の貨し

出し
高知県視聴覚ライブラリー

月～金 830～ 1700囀 Bこ 末年皓を儲く

電 話088-833-5780

デ予ッ,,088-833-5781



同和問題つて、

どういう問題

なのかな?

差別の例としては、

婚約が破棄されたり、

就職で差別されたり

することなどがあり

ます。

5

同和地区や被差別部落などと

いわれる地域の出身者である

ことや、そこに住んでいるこ

とを理由に、いるいろな差別

を受けるという、日本固有の

人権問題なのよ。

出身地で差別するなんて、

そんなの、おかしいんじ

ゃないかな?

そのとおりね。

それは、重大な人権

侵害よね。

だから、みんなで差別を

なくするように頑張つて

いるんだね。



同和地区や同和地区の人ということを気にしたり、

意識したりすることがありますか (塩期選抑

廻璽D        (上 位6位)

意識することはない

離 するとき

隣近所で生活するとき

仕事上でかかわりを持つとき

不動産を購入したりするとき

同じ職場で働<と き

その他

090/c

つきあいはやめてしまう

04%

―わからない

衰面的にはつきあう

これまでの取り組みが

あったから、意識しな

いという人が増えてき

たんだね。

でも、結婚するときには

意識する人が、まだ 3割

以上もいるのね

これまでと同じよう
に親し<つ きあう

8029/e
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公園や文化施設内の トイレなどで、

マジックを使い、例えば、 「死ねJミ
「キタナイ」といつた差別的な言葉を

用いて同和地区の人々を侮蔑する悪質

な落書きが見つかつています。
こうした差別落書きを不特定多数の

人が見ることは、差別を助長したり、

誤つた差別意識をあおつたりする危険

があります。

※差別落書きを発見した場合こは、
すくこ施設の管理者や地元の市8T

村役場、県人権課、法務局などこ

連絡してください。

公営競技場で、職員の対応に腹を立

てた来場者力粕 蔑する言葉とともに差

別用語を使つたり、市民意識調査で住

民宅を訪問した調査員に対して、同和

地区の人々を侮蔑する内容の発言をし

たものなどがあります。

差別発言は、相手の人権を侵害し、

人間としての存在を否定してしまう悪

質で計されない行為です。差別用語を

使用しない、ということだけではなく、

その言葉の持つ差別性に気づくといっ

た人権意識の高揚が求められます。

米差BU発言こよって人権侵害を受けた場合は、
地元の市町村役場、県人権課、法務局などを

相談して<ど さい。

連続差別を簡

住民に対して、差別用語等を使用して

脅迫する内容の書簡 (葉書等)力壇 続し

て多数送りつけられたこともあります。
この書簡は実在する複数の人物の名前

を差出人として、不特定多数の受取人に

対して差別用語などを用いて挑発や脅迫

を行い、差出人が受取人から攻撃される

ことを狙つたとみられる悪質なものでし

た。

※この書簡の行為者は、その後、警察の捜査こ

より脅迫香疑などで逮捕されました。

インターネット

インターネット上に設けられた電子

掲示板に、特定の個人を誹議中傷する

内容や、差別の助長につながる悪質な

書き込みがされたこともあります。

インターネットを利用する際には、

個人のプライバシーを侵書したり、名

誉を傷つけたりしないよう個人の責任

や情報モラルについても十分理解して

おくことが必要です。



県では、毎年7月10日から20日までを 「=8落差別をなくする運動」強調旬間と定めて、市町村

や関係機関と協力しながらさまざまな啓発事業を実施しています。

また、これ以外こも、自治体の職員や企業で働く方々などを対象を、同和問題を含めをさまさ

まな人権 2つ いての啓発や研修を行っています。

第31回 「部落差別をなくする運動」強調旬問啓発事業

(県民文|しヽ 一ル どてF_5伴)

市町村の感発活動

第31回 「部落差別をなくする運動J強 調旬間チラシ

車31回 |さⅢ,ま 別●イ(● `r動 `査劇旬山

抑
軸べ てこ 1    ~ l   t !

●
町

９
４
中「
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十へ

ら

せ
tミ

〔写車に“ |ズカい】

オー プ ニ ングの様 子  中 P尊的,■ ■噂回Ⅲ

基 いろいろなところで、

さまざまな取り組み

が行われているよ。

相談内容等 機関名 ・受付時間等 電話 ・ファックス番号

人権全般 こ関する相談

高知地方法務局人権擁護課 亀 53088-822-3503

高矢0県企画振興3B人権辞 電 昌3088-823-9805

高知県教育委員会人権教育辞 電 S3088-82打 -4931

人権全般、研修や掌習、図言 視 聴

覚教材の貨し出し

(財)高 知県人権啓発センター

月～金 800～ 1700
(祝日、年末年始と時<)

電 話 088-82コー4681

テT,']088-82コー4440

人権問題 こ関する視舶覚数材の貨し

出し
高矢0県視聴覚ライブラリー

月～金 390～ 1700
〔机日 年 末年始と除<)

電 話o88-833-5780

デFⅢ'テ088-833-5781



世の中、男女平等

というけど、本当

にそうかしら?

家でも学校でも地域で

も、いまだに性別で役

書Jが決められてしまう

ことがあるし、女性ヘ

の暴力やセクハラも深

刻な問題だよね。
「女らしくJと か

「男らしくJじ ゃなくて、
一人の人間としてお互いに

尊重し合えたらいいよね。

女性に関する事柄で、人権上問題があると思われるのは
どのようなことですか 罐数選抑

〇              (上 位6位 )

回定的な役割分担意識

意見や発言が無視される

職場Eめ ける差屑J行通

夫による妻への家庭内暴力

職場でのセクシヤルハラスメント

売春 買 春

0    5    10   15   20   25   30

平成14年度 高 知県 [人権8関 する県民憩醐潟奈〕おら



配偶者等からの暴力

●暴力を振るう夫から月Jれようとしをら、 「殺すJな どと脅された例があります。

●DV防 止法ができて、そういつた暴力から守られるようこなり、自立するための離婚の手

続きを安心して進めることができるようこなりました。

*DV防 止法の正式も称ほ 配 偶者からの暴力のDJ止及び粧言者の保護[同 する法律 ICす 。

職t8におけるセクシュアル ・ハラスメント

職場でしヽやらしい話を聞かされたり、しつこ<飲 食こ誘われたり、上司の立場を利用して

性的な関係を迫られたりして嫌な思いをしているの[、そういつたことこ抗議しても取ll合

ってもらえず、配置転換や解雇された151があります。

DV(デ イーブイ)とは

「ドメスティック ′ イヽオレンスJを 略していう

言葉で、夫や恋大など親密な関係にあるフt―トナー

からの暴力のことをいいます。

例え|ざ 殴 る、既るなこの身体的累力や 避 妊こ

協力しないなどの性的暴力、見下して言う と なる

ののじるなど言葉によう精神的黒力、子どもに暴カ

を見せたり危険な目にあわせる 子 どもを取り上|す

るなど子どもを示J用しを暴力などがあります。

(解 説 )デ
ー トDV

親密な関係にある若者たちの間の暴力のこと

をいいます。

例え十ま、男性が、つき合っている女性の他の

男友違とのつき合いをしつこ<聞 いたり 自 分

の言うことを関かないからといつた理由で暴カ

を振るうことなどです。

院力も支83欲も強い男性が隔りやすい人権侵

害のう」ですが、互い211-ト ナーの人権を大切

こすることが、幸せ[な る第一歩のほずです。

セクハラとは

「セクシュアル ハ ラスメントJを はしていう言

葉で tB手の意に反した性的発言や行動などのいや

がらせのことをいいます。

,jえば 身 体への不必要な接触 に 的関係の強雲、

性的な冗談やからかいなど さ まざまなものが含ま

れます。
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自分はセクハラなんかしていないと

思つていても、職場に女性の水お姿

のカレンダーを置いたり、職場の要

会で女性にお酌やデュエットを強要

することもセクハラになるんだ。

コミュニケーションのつも

りでも、セクハラになる場

合もあるつてことね。自分

は軽い気持ちでも相手がど

う感しているかを思いやる

ことが大切ね。

セクシュアル・アヽラスメントはなぜ起こるのでしょうか?

職場でのセクシュアル ・ハラスメントが

起こる原因は、一般的に、

●企業自体が男性中心の雇用管理を行い、女性の能力の

活用を本気で者えていない。

●女性を対等なパートナーとして見ていない (性別役割

分担意識がある)こ と4‐力0えて、性的な関心や欲求の

対象として見る。

ことがあげられます。

tク シュアル ・Aラ スメント
は 「氷 山 の 一 角 」

車

高 知 県 男 女 共 同 参 画 社 会 づ く り条 例 (平成16砕 月1日田 子、一部平成16年7月1日施行)

(基本漫念)(第3条 から喪約)

① 男女の人権の尊重

② 固定的な役割分担意識ほ基づく社会制度、慣行についての配慮

③ 意思の形成及び決定への共同参画

④ 家庭での相互協力と職業生活その他の活動との両立

⑤ 男女の生涯にわをる健康への配慮

⑥ 国際社会の取組との協調



こうち勇女共同移画センター 「ツーレJに おける事業

男女共同参画を進めるために次のような取り組みを

行つています。

●啓発誌 ・情報紙を発毎しています。
・議演会 ・セミナーなどを開催しています。
・出前講座、相談事業、情報提供などを行っています。

高知県女性相談所 C観 者尋力相餃貫4Eセンタ )における女性保護対策

●生活上の問題を抱える女性のための電話や来所による相談、また、巡回相談や法律相談

を行つています。

・配偶者等からの暴力こよる校害者や何らかの事情で行き場のない支性を一時保護します。

ツーレに行くと

男女共同参画に

関することおく、

いろいろ勉強で

きます。

一人で悩まないで、

女性相談所やツーレに相

談してみては?

これからのことを一緒に

考えてくれるんだつて。

それから、労働局では、

雇用における男女の不平

等を改善する取り組みを

積極的に行つているんだ。

相談内容等 機関名 ・受付時間等 電話 ・ファックス番号

女性のさまざまな悩みや、女性への

暴力こ関すること

高40県女性相談所

(配偶者暴力相談支援センター)

電話 :毎日 830～ 1715

1 0 , 0 0 - 2 1 1 0 0

(年末年始を除<)

来所 :月～金830～ 1子15

X県 内4ケ 所巡回相談もあります。

電 話088-822-5520

「FⅢ,テ088-822-6775

女性のさまざまな悩みや、日常生活の

中で直面する問題、不安や心配ごと

X法 律相談 こ こうの相談 曙 准相談 =つ いて

はあ間い合せください。

こうち男女共同参画セツター 「ツーしJ

相談 :毎日研00～17 0 0
(水躍 祝 日 年 末年Fdを除<)

電 話 038-873-9555

職場 こかけるセクンユアルハラスメ

ントなどについて

高知労働局虐用均等室

相談 ,月 ～金餃30～ H700

(祝日、年末年始を隊<)

電 :3088-865-6041

デFナ'テ088-885-6042

つ
４



そうね。これからの世の中をになう

子どもたちが夢を持つて健やかに育

つ環境づくりが必要ね。

そのために、県では 「こども条例」

をつくつて取り組んでいるのよ。
「子どもの人権の尊重」は、この条

例を構成する大事な考え方になつて

いるのよ。

社会では少子化や核家族化が

進んでいるね。社会が変化す

ることで、子どもや子どもを

とりまく環境にもさまざまな

問題が出てきているよね。

こども条例は、こどもを一人の人間として尊重すること、大人がしつかりこどもに向き合っていくこと、
人と人のつながりや地域のつなわてりを取り戻すこと、こどもが健やかに育つていく取祖を県民みんなで進め
ていくことなど力く盛り込まれた、こどもに関する基本的な条例です。

こどもは、性格、能力、

外見、性月J、年齢等底

かかわらず、社会の大

切な一員としてだれか

らも愛され、受け入れ

られます。

こどもは、どんな立場、

条件、状況の下で育って

いても、この条例の主人

公であり、だれでも
一

人

の人間として、その人格

やIB性が尊重されます。

こどもは、幸せに育つた
めこ、たくさんのことを
学ぶ権利を持っています。
こどもは、その成長こ応
じて、どこで何を学ぶか
等広<選 択でき、失敗し
ても何度でも学び直すこ
とができます。

こどもは、自分が思ったこと、感じを
ことを素直こ表現したり、意見を表明

したりすることができます。

こどもよ、生きる力となるlt来の夢を

持ち、伸ばし、それこ向かって進奄こ

とができます。

平成16年8周6日条例第353か ら抜粋



子どもに関する事柄で、人権上問題があると思われる
のはどのようなことですか に抑 )

甥          (上 位 7位 )

仲間はずれなどのいじめ

保護者こよる虐待

いじめを見て見めるりをする

大人が者え方を強制

部活動でのしごき

保護者による体罰

荻師による体罰

20    60

平成14年度 高 ダD県 〔人権に関する県民患譲調査〕か5

いじめこよ、 「ひやかし、41らかいJ、 「仲間はずれJ、 「暴力を振るうJ等 の事例が多く見

られます。

いじめを受けた子どもは、心こ大きな傷を残すことこもなりかねません。

いじめは、人間として許されない重大な人権侵書です。

そうね。

それに、いじめを見て

見ぬしき、りをするのも、

いしめと同じくらい問

題だと思うわ 1

いじめや虐待が

問題だと思われ

ているんだね。

14



そんなつもり
じゃなかった

ネグレクト 心理的虐待

なくる、ける、溺れさ

せる、異物を歓ませる、

戸外[閉 め出す な ど。

子どもへの性交、性的

行為の強要、性器や仕

交を見せる ポ ルノク
ラフイの被写体になる

よう強雲するなど。

家[閉 じこめる、病気や
ケ方をしても病院に連れ
ていかない、適切な食事
を与えない ひ ど<不 潔
なままこする 自 動車内
や家こ置き去りにするな
ど。

言葉 こよる脅し、脅迫、

無視、きようだい間の

差屑U的な扱いなど.

児童の虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト (養喬放棄)、 心理的虐待があり、児童

の心や身体の成長、人格を形づくるうえで大きな影響を与えます。

「月重虐特の防止等[関 する法律Jか ら

こども条例のほか、学校教育において、人権という視点を大切にしながら、さまざまな

事業を行つています。

子ども同士が互いに助け合い、自主的に支援し合う 「ピア サ ポート活動推進事業J、

また、□―プなどの器臭を活用し、仲間が協力しながら課題を克服する 「心の冒険数百推

進事業Jな ど、より良い仲間作りや楽ししヽ学校作りを進めています。

学校にあけるカウンセリング等の機能の充実を図るため、臨床

心理に関して高度に専門的な知識 ・経験を有するスクールカウン

セラーを配置し、学校底めける活用、効果寺 こ関する実践的な研

究を行っています。

15



虐待の 「予防」、 「早期発見 ・早期対応」、
を進めています。

「再発防止 ・心のケア」の3つの柱に沿った取り組み

や

気軽にtS醸を1

「気にかかる親子がいるJ

「力になって叡しいJと 、

ひとこと知らせて<だ さい。

の 開
児重虐侑を受けたと思われる児雪を発

見した人は、児奎相談所などに通告じ

なけれ|まならないことになっています。
(児童をおの防止害E円する法律J算0実)

摂報であっても、お呆的
に8常 ではなかつたとし

ても罰せられることはあ

りません。

tS報書の秘密は

守られます。
た待とも書いにくいかなあ

救つてあげられる一つの方法です。

あなたの心配をか知らせください。

なんとなく様子がヘンだなあ

匝

相酸内客等 機関名 ・受付時間等 ■匿 ・ファックス番号

いじめや不登校、学校生活全般、間

題行動などに関すること

高矢D県心の教育セツター

相談 :毎日900～2H00
Eメール kodomの 悔ch net ed jp

電 言舌038-333-2922

子どものま育、いじめ、虐行、不登

校や非行、障害E関 すること

高矢0県中央児童相談所
電 富8008-866-6791

ラフリク'088-866-0839

高40県幡多児重相談所
電 言80880-37-3159

7フリク'0860-37-3206

育児の悩みやしつけ、虐特などに関
する相談

子どもと家庭の110置

相談 !毎 日830～ 17115
(年末年始を臨<)

電 話 088-866-9999

16



若いときに頑張つて社会

を支えてきた高齢者の人

たちが、心豊かに生きが

いを持つて生活していけ

る社会を作ることが大切

なんだ。

高知県では65歳以上の人口

(高齢者人□)が 平成16年

10月で約20万3千人。県民の

4人に1人は65歳以上なのよ。

そのとおりね。

私たちは、みんないずれ歳をと

ることを忘れちゃいけないわ。

高齢者を尊敬し、敬意と感謝の

気持ちを持つて授していくこと

が必要だと思うわ。

高知県の人□福道の推移

1)000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1920 1930
昭 和 5

打940

昭和15

1980
昭痢5 5

1950    1960   1970
確和25  1B痢 35  1E和 45

1990   2000    2010    2020   2030
平成 2  平 成12  =成 22  平 成3'  平 成42六止9

(資 料 )

( 注 )

1,471昭判22,生までは国立社会保障 人 口問題研究所 「人□粧計資丼J共 12003年販十_
19501昭ln25,任～2000(ャ iⅢ21年は m勢 潤合JI高メ「●市引吉1,お 杵Ⅲ2004(平成16)には推1人 コ Ⅲ。′Ⅲ,こ|

2005(平成17)年以rHは向立社会1草障 人 日問腺もR究所 「日本の】i来妊言十人祠 |十五 4■1日■5‐1

1945咄 和2い汗は同勢判合を只in,す  1,47(昭 和22)年に東何したも,_

2004(ャ成16+年現在

人白80万 3千 人
(烏高14T253町1

2030(1巾 2,年

人□70万 6千 人
1烏品■433アイヽ

1955(昭 和抑)こ

88乃 3千 人
(A●のと~つ )

く1日日日日日 1  日日日日日い'

実績値 1精 来確]植

2000(平成12)年

超高品化社会 こ突八
(高覇化=236')

2025(十成32)T65局 人□

が減少と転じるセ4カ5:A)

しつし県大□づ減少して

いるため 高 飾|し=ほ 上昇
(333■)

1920(六止9)年

67万 1千人

17



高齢社会をいきいきとするために

社会の一員と

して経験や知

識を活かして。

知識や技能、豊かな経験に学ぼう

自分の可能性

を追求して。

いかなる状況にあろうと自

分の権利を護り、自由が夢

受できる社会に。

性別、人種、障害になど

にかかわらず尊重される

社会に。

高齢者にEgする事柄で、人権上問題があると
思われるのはどのようなことですか 〈複数選択う

① (上位7位 )

アバート等への入居や威労がおJ限される

建物等のパリアフリーが団られてない

孤独な生活を送っている

気軽に相談できる場所がない

特月」な存在として扱われ虐待を受ける

自由に公共交通機関を利用できない

意見や発言が無視される

0    5    10   15   20   25

平成14年度 高 知県 [人権に関する県民意識目至]か ら

30 35 40%
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同居している娘さんから度 0々日かれ

て出血したり、暴力を受けた例があり

ます。

この例では、投害者が高齢者総合相談セン

ターで相談の後、施設八所を前提ほ入院す

ることになりました。

息子さんがお酒を飲んで両親に暴

力を振るつて、お父さんお`入院し、

お母さんはアパートを借りて運難し

ている例もあります。

これは、関係者が身近な家族同士であると

いう点で、対応が難しい事例です。

― への理解促造 うらしま太郎体験
わめおね80歳(5い のあ年寄りl‐

なつた状態を体験する疑似体験装

置です。

耳 桂

(雷倉榛鶴呂督痩留)
荷■チヨッキ

(基言督脅縁岳夕る)
肘サポーター ておもり)

(暫島曾置曇E亡晨叡
関師
)

膝サポーター(あもり)

(稼乱雪言二Eを晨騒
関酌
)

手袋

靴型サポーター

(雪景岳暑景忌喜籍字:客)

モデルルームの見掌や疑似体験、車しヽす体験ができます。

この体験は、黄色つぼくて、

視野の狭いサングラスのよう

な眼鏡を掛けて荷重チョッキ

やおもり付きのサポーターな

んかを身に着けて歩くのよ。

思つたよりも大変だつたわ。

でも、それが高齢になつた

ときになりやすい視力や身

体の状態なんだよね。

※ (財)高 知県5<じ 交流財団では、福祉用具辰示室、

19



認知症に関する啓発

調知症 こ関する知識等の普及啓発を目的とした議演会の開催や市町村が実施する家族介護

数室などにより、認矢0症についての理解や矢0識の普及こ努めています。

*厚 生労働省ほ 従 来の 「痴呆Jを 代わる3予称として 「討矢D症Jを 使用することこしましたので

本書でもそれを採用しましを.

福祉サービス利用の支援や質の向上

力B齢や認知症などにより、半」断能力が低下した高齢者の適切な福祉サービスの利用や金銭

管理などの支援を行ったり、福祉サービスを利用したりする中での古Ⅲ嵩や要望などの相談を

受け、解決こ向けた支援を行っています。

日常生活の支援や社会参加の促進

外出、配食など日常生活こ魅要なサービスの支援や地域で高齢者を支え合う仕組みづくり

への支援などを行っています。

ンルバー人材センターこ全員として登録して働いている元気な高覇者もをくさんいます。

相顔内審奪 機関名 ・受付時間等 電話 ・ファックス番号

高齢者や家庭が抱える福祉 介 護保峡

医療などの心召3をとこついて

ン)レソヽ- 1 1 0番

火～日900～ 1600帆 日、年末年始を時()
ヤ(財)高知県る<し 交流財団内

高齢言経台相談セッター

電 話 088-875-0コ 10

在宅介護などこ関すること 岳市町村在宅介護支援センター

高齢者や障害者が地域生活を送れる

よう福祉サービスの利用援助などこ

ついて

高矢0県社会福祉協議会
電 :3088-844-4600

デ,|,テ088-844-3852

缶市町村社会福祉協議会
ン
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県には 「障害者計画」 (平成16

年3月策定)と いうのがあるんだ。

この計画などに基づいて、県民

参力Bの取り組みを行うことで、

障害への理解や障害のある人の

社会参力8が進んでいるんだよ。

でも、世の中には、まだまだいろ

いろなバリア (陣壁)力〔残つてい

るわ。これからの社会は、障害の

ある人もない人もお互いに認め合

い、支え合う 「共生社会」を目指

すことが必要だと思うわ。

そこで忘れちやいけないのは、

降書のある人の社会への参加を

妨げている原因を取り除いて、

障害のある人自らの能力を発揮

できるようにすることだよ。

基本的な考え方 障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会を目指します。

この計画で 「障害のある大」とよ 「身体障害、4B的障害、または精神障害があるをめ、長期[わ たり日常生活又は社会生活
底棺当の制限を受ける人Jの ことを言います。
まと、 「てんかん及び自閉症の人、難病 こより身体又 よ精神上の障害がある人で、長期l‐わたり生活上の支障がある人」も含

みます。

障害のある人も住みたい

場所で任めるようになる

ために必要な手助けをし

よう。

赤ちやんのとき、こどものとき、

めとな、お年寄りになってから、

それぞれに必要な手助けをしよう。

一人ひとり

にあった、

手動けをし

不自由なく電車やバスに乗れ

たり、道を歩いたり、建物こ

入れるようにしよう。

よら
かも⑤⑤

安心して暮らせるよう、

台風や南海地震に備え

よう。

／
＞

ヽ

～

く

！
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障害者に関する事柄で、
どのようなことですか

0          (上 位61i)

就職 職 場で不利な扱い

じるじる見られるなど

交通機関の利用が不便

道P3、店鵠害の利用が不優

橋嬉問題で周囲が反対

アパート等への八居が困難

0      10      20

平成14年度 高 ス8県 「人権|=間するP巳 書説調査]か う

精神障害のある人に聞いてみました 「生活の中であきらめていることはなんですか?」

あきらめている内容 (桓麺 答)

口答者743人中、あきらめていることが 「あるJと 誉えた484人こついて、その内容をあると、 「就職Jが 595%

で最も多く、ついで 陥 婚Jの 443%、 「自動車などの運転Jの 357%、 「る宝Jの 231%、 「地域社会との交流J

の207%な どが高い比率となつています。

(上位10位)

就職

結婚

自動車などの運転

恋愛

地域社会との交流

出産 育 児

旅行

家族で暮らすこと

趣味 娯 楽

就掌 進 学

0       10       20       30       40       50

平成15年官 1靖神障言者ニーア調査結果J(平 成15年B局高チU県健康京1察寮)む S

働くことや結婚することをあきらめている人がたくさんいます。

障害があるからつて、自分の夢をあきらめたりしなくてはならないの?

22

人権上問題があると思われるのは
(損44選lP)

障害や障害のあ

る人への理解は、

まだまだ進んで

いないね。



県内のある宿泊施設に泊まろうとしたところ、盲導犬の利用者であることを

理由に、宿泊を断られた。

※ホテルや―~キ ートなど不特定多数の人が利用する距設では、身体障害者ガネ」用する綺動犬 (盲導大、介動大など)を

同伴することを、やさを得ない理由がある場合を臨き拒んでよいけないことになっています。
(身体障害者橋勘犬法算 9条 )

「まちづくり」や
用しやすいように、

「ものづくり」を年齢や性別、障害の有無などに関係なく、誰にとつても利
はじめから配慮し、考表、設計しようとする考え方です。

〇

駅などの階段、エスカレーター、
エレベーつ一が分かりやすしヽ位
置に集めてあれば、誰でも好き
なものを選べます。

ドアの取つ手を上下
こ長<取 り付けておけ
ば、背の高い人でも低
い人でも開けやすくな
ります。また、目き戸
にすることで車綺子の

人にも利用しやすくな
ります。

自動販売機のめ金の投入ロ

が広<低 い位置にあり、商品
の選択ボタンが大きくて押し
やすい形で低い位置こも取り
付けてあれま、より多<の 人
が利用しやす<な ります。

① 〇
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地域での文え合い

●テレビや新聞などいるいるな方法で障害や障害の

ある人についての県民の理解を促進します。

●障害のある人とない人が、いっしょこ活動できる

場所をつくって、あたがいのことをよ<知 ること

ガできるようにします。

●障害のある人のを5し を手助け
する人を育てます。

●ポランテイア活動を進めます。

暮らしを支える

●受けたい手助けを自分で決めることができるよう
にするため、相談このつたり助けるし<み をつ<

ります。

●自分の家で、わ風呂や食事の手伝いをしてくれる
人 (ホームヘルパー)に 、
必要なときに来てもらえる
ようにします。

自分の力で生きていく

。障害のあることも一人ひとりにあった学習ができ
るようにします。

●仕事をすることができるようこします。

。会社で働けるようにします。

●作業所などを家から通え
るところにつくります。

●スポーツや趣味を楽しみ、
いきいきと暮らすことが
できるようとします。

安心して喜らしていく

道踏や建物、電車やバスなどを、使いやす<し 、

だれもが住みよいまFDをつくります。

高齢吉や障害者が地域生活を送れる
よう福祉サービスの利用援助などに
ついて

高知県社会福祉協議会
電 話038-344-4600

フフリ92038-344-3852

障害者やその家族が抱える人権や財
産などに関すること 障害者1的電

星錦 口稔 ::二13: :
電 話038-871-1212

ラフリクテ088-871-1265

精神障害者やその家族ガ抱える精神
障害L‐関する医療及び社会復帰など
について

精神保健福祉センター 電 言3086-823-0600

高知県健康福祉=E健康対策撰
く精神保健福祉3B当)

電 話038-323-9669

ファックス038-373-9941
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HlVと いうウィルスに

感染し、発病している人

をエイズ患者と言います。

HiVに 感染したことで

不当に人権が侵書される

ことが問題です。

感染症には、エイズを始め

結核やO-157な どたくさ

んあるけど、中でもエイズ

は病気に対する誤解があつ

て、感染者等への差別も起

きているわ。

H,V感染者等についての県民意

識調査で 「わからない」と答え

た人も173%い るよ。

正しい知識の普及と感染者の方

々の人権を守るための啓発を一

緒に進めることが大事だね。

エイズ患者 ・HlV感染者に関する事柄で、人権上問題が
あると思われるのはどのようなことですか (桓数選択)

( 田1 1 )

診療拒否等

地域社会底めける排斥等

マスコミによるプライバンーの侵害

職場における解雇や無断検査

学校などにおけるいじめ等

施設への入所拒否等

その他

特にない

わからない

0     5     1 0     1 5

平成14年度 高 知県 [人権〔関する県民g調 調査〕

2 0

つ5
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H,V感 染者等の治療は高額で、一生薬を飲まなくてはなりませんが、感染者

や患者は、指定医の診断を受けると、身体障害者手帳の交付を申請することがで

き、交付を受けると、さまざまな制度を利用し治療が受けられるようになります。

しかし、市町村の窓□では、偏見などを気にして、申請しづらいのが現状です。

正しい知識の普及と啓発

専門的支援の充実

●HIV感 染者 エ イズ患者は増加しています。

●日 IV感 染こ対しては、感染の初期から治療を開始すれは、発症を押さえられるようこなつて

きていますが、一生実を飲み続すなけれ|ぎなりません。

●HIV感 染症は、正しい知識こよる予防こよつて感染を防くことのできる病気です。

●福祉保健所が中心となり、市町村、学校と一緒こ、地域の実惰こあった予防啓発を行つています。

ますは、病気こ対する正しい理解や、予防こ関する知識を学Sこ とが大切です。

●HiV感 染着で一定の基準を満をす人は、市町村こ中請すれ|ま身体障害チ帳が交イ寸され、お療費
などの支援が受けられます.

●福祉保健所では、相談や検査を匿名

●日 IV感 染者 エ イズ患者の力は、

れます。

軒料て行つています。

県内 5か 所のエイズ治猿拠点病院で専門的な治療が受 すら

エイズ治療拠点病院

高知県 高 矢肺 病院企業同立高,0医療センター

高知県立費芸病院

高知県立幅多|サんみん病院

高共0大学医学部町属病院

日立病院機構高知病院

E E  E E □□ □

県では、H'V感 染者やエイズ患者の人権を大切にした社会づくりをめざし、福祉保健所を中心

に地域の状況に応じた事業を実施したり、啓発のためのポランティアや支援ネットワークの育成を

図つています。

レッドリボンは、エイズ (A DS)こ 対して、差月U
や偏見をおってないというメッセーブとして使用

されます。

レッドリボン

26



ハンセン病元患者に対する

国の隔離政策が差別、偏見

を生んだけど、平成13年5

月に熊本地方裁判所で、政

府の責任を認める判決が出

たんだよね。

これからも、ハンセン病に対

する正しい知識の普及と啓発

や元患者の方々の社会への復

帰を支援することが大切ね。

患者の親族こあいても、故郷では差別

を受するため、他の地域での生活を余儀

なくされました。

ハンセン病は、極めて感染カ

の弱い細菌によって引き起こ

される慢性の感染症です。

吉は 「不治の病」と考えられ、

病気が進むと顔や手足が変形

する後道症力携 ることもあつ

たためミ差別や偏見の対象と

なりやすかつたのです。

療養所 こ近いるでは、八店を噸られを

こともありましたっ

平成15年11月 こ、熊本県のホテルでハ

ンセン病療養所八所者こ京Jして宿滑を拒

否する事件が起きました。

これは、全国でもニユースとなり、療

養所 こ心ない投書が届くなど新たな人権

侵書が発生しました。

大島育松田 「風の舞J

1992年に“9千人のfIランテイアの協力で作られを

モニユメントで、故宏|を離れ、この島で生涯を終え

た人々の魂が、風に乗って解き放をれることを願い、

「風の舞Jと も付すられましF‐。

〇
□=|ヽンセン病療貫所八所る中の県出ヨ者掛

8療責所 61名 (H1651現 在)

27



後遺症に苦しんでいる方を見て、まだ、病気が治っていないと勘違いする人もいますわR

ハンセン病は感染力がとても弱く、薬で完全に治る病気です。

県では、ハンセツ病に対する正しい理解をし、偏見と差別をな

くするための講演会や啓発バンフレツトの配布を行ってしヽます。

また、元憲者の方々の長く続いた差呂」の苦しみを理解し、社会

との交流を進めるため、県民の皆さんと療章所を訪間し、入所者

の方々との交流をイ子つています。

後遣症による容姿の変化に対す

る偏見もあり、治つても療奏施

設に残る場合が多いのよ。
一刻も早 く社会の偏見を無くす

ようにしなくちゃね。

相霞内害等 機関名 ・受付時間等 電話 ・ファックス番号

エイズ、ハンセツ病、その他

感来症に関すること

高姫 健康福祉部健康対策霞
(感染症担当)エ イズ等
〈障害保健担当)ハ ンセン病等

電 箭038-823-9677(感 果着担当)
電 話088-823-9678(障襲 担曽)
フ7ツクテ038-873-9941

県内各福祉保健所

エイズに関すること

エイズ予防財団   (祝 日を除<)
月～金1000～ 1300

14100‐マ17100

(ホー/tペープ)hllpi″Vいれvilap orjP/

電 話0120-177-312

携常電話からは
03-3592-1183

H Vと 人権 情 報センター 廻国支強 覇相説)

水 1 0 1 0 0～2 1 0 0

± 14100～17,00

(ホームベーカhttp 7ハ内町ハ″npo"いo oom/

電 話039-998-6972
〈四国支部)
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今、県内に住んでい

る外国人の数は知っ

てる?

う一ん、

分からないけど、

1,000人くらいかな?

いいえ。それよりずつと多くて、現在、

県内には約4,000人の外国人力Hiん でい

るのよ。

問題は、外国人に対する偏見や差別なの。

言葉や文化、習慣の違いから、お互いに

十分理解できていないことが原因になる

こともあるわ。

68か 国、 3,971人
(H161231現 在)

中国国籍 1,3∞人

韓国 ・朝鮮E籍 790A

フィリピン国籍595A等

自分たちも、日本の外に出たら外国

人だよね。偏見や差別をなくして、

外国の異なる文化や習慣を理解し合

い、積極的に外国人とコミュニケー

ションを持つようにしないといけな

いね。
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日本に住む外国人に関する事柄で、人権上問題があると

思われるのはどのようなことですか い数選択)

就職 ・職場で不ネJな扱い

文化の違い寺から嫌がらせを受ける

アバート等への入居が困難

結婚問題で周囲が反対

その他

特にない

わからない

0

平成14年度

5

高知県

1 0     1 5     2 0

[人権に関する県民軸 つ5

10    15

外国人の人権で問題になることが

「わからない」つて言う人が227%

もいるよ。

もつと、お互いの文化の違いを理

解し合うことで社会も豊かになる

んしゃないかな?
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外国人との結婚を、外国人どからとい

う理由で、両親が猛反対して結婚できな

かった。

不動産屋さんを通じて大家さんに会い、

アパートヘ八居させてもらうように頼ん

どのに、外国人どからという理由で、断

られた。

国際理解教育の推進による異文化理解への取り組み

異文化理解講座 (=怪 (財)高知県国際交流協会)

大人を対象として、県の国際交流員が母国の様子や文化や生活習慣などを紹介し、

異文化こついて掌ぶ講座です。

講師ま 国 際交流員の皆さんです。

国際理解講座

県内の小 ,中 ,高校の生徒を対

象として、外国について掌/7講座

です。講師は、異文化理解講座と

同じ、国際交流員の皆さんです。
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国際メッセージ (主権 (財)高云瞑 国際交流協会)

県内[在 住する外国人や国際交流 ・協力

に関心を持つ県民 (学生を含お)の 皆さん

による日本語の弁論大会です。

「母語を用いた帰国 ・外国人児童生徒支援に関する調査研究J事 業

帰国 外 国人児菫生徒の母語を理解する指導

協力者が学校 2派 遣され、学習がスムーズに進

おようさまざまな支援をしています。高矢B市の

横浜新町小学校では、中国帰国児菫の支援をす

るため、授業のティーム ・テイーチングや教育

相談活動、中国語や中国文化を紹介する活動等

を行っています。

外国語指導助手 (ALT)等 による授業の実施

外国語の学習を通じて、諸外国の文化産対する理解や人間としての共通性への理解を

深め、とも2協 調して生きてい<意 識を育てます。

相醸内督等 機関名 ・受付時間等 電露 ・ファックス香号

外国人の生活相談など
(財)百 知県国際交流協会

平日3130～17!00

Eメー)レlka@mb n10wmao「 ip

電 話 038-375-0022

フ7ックデ038-375-4929
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人権全般

人権全般に関すること 高知地方法務局人権魔護課 TEL 088-322-3503

人権全般に関するここ 高矢0県企画振興=B人権課 TEL 088-823-9805

人権全般に関するここ 高知県教育委員会人権数台課 TEL 088-321-4931

人権全般、研修や学習、図書 視 聴

覚数材の費し出し
(財)高 知県人権啓発センター

月～全 830～1700(祝ロ エ来年始けて)
TEL 088-321-4681

F枢088-321-4440

人権問題に関する視輸覚教材の貨

し出し
高矢0県視聴覚 ライブラリー

月～金 830～ 1700(祝B 年 末T始除()

TEL 086-833-5760

FAX 008-033-5781

同和 問題 同和問題に関するここ 人権全般相談機関で対応

女 性

女性のさまざまな悩みや、女性への暴

力こ関すること

嵐矢D県女性相談所 帽偶観 コ8三 慣セツ' |

毎日

1津群=サ千t許
祝B年 末年始除く)

TEL 088-822-5520

F朕038-322-6775

女性のさまざまな悩みや、日常生)るの

中で直面する問題、不安や心配こと
こうち男女共同参画セツター 「ツーレJ
毎日900～ 1700(水  机 日 年 末年始除く)

IEL 000-373-9555

職場にあけるセワシユアル ハ ラス

メツトなどこついて
高知労働周雇用jJ害室

月～金530～1700(祝 0 年 末年始除()

TEL 080-885-6041

■ヽ 038-885-6042

子 ど  も

いじめや不登根、学校生活全般、間

題行動などこ関すること

高40県心の教育セツター

毎日900～ 2100

TEL 008-333-2922
E)一↓ko30moOkoCh meto31p

子どもの責育、いじめ、虐待、不登
枝や非行、障害に関すること

高fl県中央児重相談所
TEL 088-866-6791
FAtr 088-386-0839

高知県幡多児童相談所
TEL 0380-37-3159
FAよ0800-37-3205

育児の悩みやしつけ 虐 待などこ関
する相談

子どもと家庭の110言

毎日330～ 1715(年 末年始際く)
干[L088-866-9999

高 由 Ⅲ

高齢きや家族が抱える福祉 介 護保
険 医 療などの心配ごとについて

シ)レバー110番 (高蕊者経台相談セツ9 )

火～日900～ 1600(祝 日 年末年皓略く)
TEL 088-375-0110

在宅介護などに関tfること 岳市町ホ]在宅介護支援センター

,111,|卜1,卜・B8t
高齢者や障害者が地域生活を送れる

よう福祉サービスの利用援助などに

ついて

〈社)高 知県社会福祉協議会
TEし008-044-4600
■思 038-344-3852

召市8J13社会福祉協議会

障 害 を

障害者やその家族が抱える人権や財

産などに関すること

障害者110番

目～金930～1600 土日祝日1000～1500

IEL 080-871-1212

FA1 038-371-1265

精神障害者やその家族が抱える精神

障害に関する医療及び社会復帰など

について

精神保健福祉センター TEL 038-823-0600

高矢B県健康福祉部健康対策課 (橋神保健福D
千EL 088-323-9669
FAX 033-873-9941

県内各福祉保健所

H,V盛 業者等

エイズ、ハンセン病、その他感染症

こ関すること

高矢0県健康福祉38健康対策課 偲 染症)

高知県健康福祉=B健康対策課 確数 )

TEL 088-323-9677
FAK 038-373-9941

T[L088-323-9678
F林088-873-9941

県内各福祉保健所

エイズE関 すること

エイズ予防財団
月～金 1 0 0 0～1 3 0 0

14:00～17100
(祝B除 く)

TEL 0120-177-812
(憶帯電話からは0 3 3 5 9 2 1 1 3 3 )

H I Vこ 人権 情 報セツター廻国章gm
水 4800～ 2100 ± 1400～ 1700

TEL 089-998-6972

(HP)ht(p/A"wⅢⅢ np的 hc com′

外 国  人 外国人の生活相談など (財)高 40県国際交流協会

TEL 088-875-0022
F林 038-375-4929
[メーⅢ ma3mb nbけ 。ma。「jp

※気軽 こご相談<だ さい。秘密 3厳 守します。


